
平成２６年度受理分（新設届・廃止届・変更届（含　承継届）の別になっています）

  平成２７年１０月末日現在の届出の手続状況

各届出について
・詳細は商業振興課（ときわ会館内)：ＴＥＬ048-829-1364）までお問い合わせください。
・届出書等は商業振興課及び大宮・浦和区の総務課地域商工室、岩槻区の総務課観光経済室及び中央区の総務課で縦覧しています。（注：総務課地域商工室、総務課観光経済室及び総務課
については所管する区の届出のみ）
・届出・意見の概要は、それぞれの届出毎のダウンロードファイルからご覧いただけます。

大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【新設】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書
受付期間

住民等の
意見書提
出の有無

住民等の意
見書の縦覧

期間

さいたま市
意見の有

無

さいたま市の
意見の縦覧期

間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧

期間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２６年
９月
２日

（仮称）テックラン
ド浦和美園店

法５条１項
新設

新設

さいたま都
市計画事業
浦和東部第
二土地区画
整理事業区
域内７６街区
６画地　外

２６年９月４
日～２７年１
月５日

意見書　無

意見　無
２７年
４月

１０日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１０月
１７日
開催

２６年
９月
８日

（仮称）さいたま
市内谷ビル

法５条１項
新設

新設
南区内谷７
丁目４２２
番　外３筆

２６年９月１
１日～２７年
１月１３日

意見書　無

意見　無
２７年
４月
６日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
９月

２７日
開催

２６年
１０月
２８日

（仮称）ベルクさ
いたま根岸店

法５条１項
新設

新設
南区根岸
五丁目１７
番地２　外

２６年１０月
３０日～２７
年３月２日

意見書　無

意見　無
２７年
６月

１０日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１２月
９日
開催

２７年
３月
２日

（仮称）ベルクさ
いたま岩槻店

法５条１項
新設

新設

岩槻区宮
町一丁目２
５７８－１
外

２７年３月５
日～２７年７
月６日

意見書　無

意見　無
２７年
１０月
１５日
通知

岩槻区
総務課

観光経済室
手続終了

２７年
４月

１６日
開催

２７年
３月

２０日

（仮称）浦和駅高
架下店舗計画

法５条１項
新設

新設

浦和区高
砂一丁目１
３９－３　外
１２１筆

２７年３月２
５日～２７年
７月２７日

意見書　有
２７年８月１２
日～２７年９
月１４日

意見　無
２７年
１０月
１３日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
５月

１９日
開催



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【廃止】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書
受付期間

住民等の
意見書提
出の有無

住民等の意
見書の縦覧

期間

さいたま市
意見の有

無

さいたま市の
意見の縦覧期

間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧

期間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２７年
３月

３０日

東武岩槻駅前ビ
ル

法６条５項
廃止

廃止届
岩槻区本
町一丁目１
番１号

お問い合わ
せは商業振
興課まで



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２６年
４月

１５日
大宮ビル

法１１条３項
承継

大規模小売店舗
を設置する者の錯
誤

大宮区宮
町一丁目６
０番地

お問い合わ
せは商業振
興課まで

２６年
４月

２４日
三栄ビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
の名称

大宮区宮
町一丁目６
０番地

２６年５月２
日～２６年９
月２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
４月

２５日
三栄ビル

法６条２項
変更

・荷さばき施設の面積
・廃棄物等保管施設の
容量
・開店時刻及び閉店時
刻
・駐車場利用可能時間
帯
・荷さばき可能時間帯

大宮区宮
町一丁目６
０番地

２６年５月２
日～２６年９
月２日

意見書　無

意見　無
２６年
１２月
４日
通知

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
５月１２日
５月１３日

開催

２６年
４月

３０日

浦和駅前市街
地改造ビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

浦和区高
砂１丁目１
２番１号

２６年５月２
日～２６年９
月２日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
５月
7日

カタクラ新都心
モール

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

大宮区吉
敷町四丁
目２６７番２
号

２６年５月１
２日～２６年
９月１２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
５月

２２日
大宮スカイビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

大宮区桜
木町一丁
目６番地１
外

２６年５月２
７日～２６年
９月２９日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
５月

２８日
岩城屋ビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

見沼区南
中丸５１１
－１　外

２６年６月５
日～２６年１
０月６日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２６年
５月

２９日
岩城屋ビル

法６条２項
変更

・駐車場の位置及
び収容台数
・駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

見沼区南
中丸５１１
－１　外

２６年６月５
日～２６年１
０月６日

意見書　無

意見　無
２６年
１２月
４日
通知

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

説明会に
代え掲示

２６年
６月
５日

島忠ホームズ
浦和南店

法６条１項
変更

大規模小売店舗
の名称

南区内谷七
丁目４４０番
１　外
埼玉県戸田
市大字美女
木字向田１０
２６番１　外

２６年６月11
日～２６年１
０月１４日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
６月
５日

フタバ図書ＧＩＧ
Ａ武蔵浦和本店

法６条１項
変更

大規模小売店舗
の名称

南区沼影
三丁目１番
１　外

２６年６月11
日～２６年１
０月１４日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
７月
２日

クイズゲート浦
和

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

緑区大字
中尾字不
動谷３７２０
番

２６年７月８
日～２６年１
１月１０日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
７月

１６日
浦和パルコ

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
氏名又は名称及び住
所並びに法人にあって
は代表者の氏名

浦和区東
高砂町１１
番１号

２６年７月２
３日～２６年
１１月２５日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
７月

２２日

富士重工宮原
ショッピングセン
ター

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
氏名又は名称及び住
所並びに法人にあって
は代表者の氏名

北区宮原
町１丁目８
５４番地１
外３筆、８５
３番地１
外１３筆

２６年７月２
９日～２６年
１２月１日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
８月
１日

浦和駅前市街
地改造ビル

法１１条３項
承継

大規模小売店舗
を設置する者の相
続による承継

浦和区高
砂１丁目１
２番１号

お問い合わ
せは商業振
興課まで



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２６年
８月
６日

浦和駅前市街
地改造ビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
を設置する者の代
表者氏名

浦和区高
砂１丁目１
２番１号

２６年８月８
日～２６年１
２月８日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
８月

１９日

武蔵浦和駅ビ
ル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
を設置する者の代
表者の氏名

南区別所
七丁目１２
番１号

２６年８月２
１日～２６年
１２月２２日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
８月

２０日

武蔵浦和駅ビ
ル

法６条２項
変更

駐輪場の位置及
び収容台数

南区別所
七丁目１２
番１号

２６年８月２
８日～２７年
１月５日

意見書　無

意見　無
２７年
２月

１２日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
９月
４日

ルミネ大宮
法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者氏名

大宮区錦
町６３０番
地

２６年９月９
日～２７年１
月９日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
９月

１８日

武蔵浦和駅南
ビル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
を設置する者の代
表者の氏名

南区白幡
五丁目１９
番１９号

２６年９月２
９日～２７年
１月２９日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
９月

１８日

与野本町駅ビ
ル

法６条１項
変更

大規模小売店舗
を設置する者の代
表者の氏名

中央区本
町東二丁
目１２１－１
外

２６年９月２
９日～２７年
１月２９日

意見書　無
中央区
総務課

手続終了

２６年
９月

１９日

浦和駅前市街
地改造ビル

法６条２項
変更

・駐車場の位置及
び収容台数
・駐輪場の位置及
び収容台数
・駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

浦和区高
砂１丁目１
２番１号

２６年９月２
９日～２７年
１月２９日

意見書　無

意見　無
２７年
２月

１２日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

説明会に
代え掲示



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２６年
１０月
２０日

砂サンシャイン
シティ

法１１条３項
承継

大規模小売店舗
を設置する者の所
有権移転による承
継

見沼区東
大宮７丁目
６９－１　外

お問い合わ
せは商業振
興課まで

２６年
１０月
２１日

砂サンシャイン
シティ

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の代表者
氏名

見沼区東
大宮７丁目
６９－１　外

２６年１０月
２８日～２７
年３月２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１０月
２２日

石川ビル
法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の代表者
氏名

見沼区大
字東門前
字谷中７７
－１、７７－
３、８０－
３、８０－７

２６年１０月
２８日～２７
年３月２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１０月
２２日

マルエツ佐知川
店

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の代表者
氏名

西区大字
佐知川１０
５番地の１

２６年１０月
２８日～２７
年３月２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１０月
２２日

マルエツ西大宮
駅前店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の代表者の
氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
氏名又は名称及び住
所並びに法人にあって
は代表者の氏名

西区大字
清河寺字
大塚２３

２６年１０月
２８日～２７
年３月２日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１０月
２２日

砂サンシャイン
シティ

法６条２項
変更

・駐車場の位置及び
収容台数
・来客が駐車場を利
用することができる
時間帯
・駐車場の自動車の
出入口の数及び位
置

見沼区東
大宮７丁目
６９－１　外

２６年１０月
２８日～２７
年３月２日

意見書　無

意見　無
２７年
４月
６日
通知

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２６年
１２月
１２日
開催

２６年
１２月
３日

三栄ビル
法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者の氏
名

大宮区宮
町一丁目６
０番地

２６年１２月
９日～２７年
４月９日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２７年
１月
８日

ベルクさいたま
南与野店

法６条１項
変更

大規模小売店舗
の名称

中央区鈴
谷二丁目７
３５番地１
外

２７年１月１
４日～２７年
５月１４日

意見書　無
中央区
総務課

手続終了

２７年
１月

２６日

島忠ホームズ
与野店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗の名
称及び所在地
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
氏名又は名称及び住
所並びに法人にあって
は代表者氏名

中央区新
中里三丁
目２０番３０
号

２７年１月３
０日～２７年
６月１日

意見書　無
中央区
総務課

手続終了

２７年
２月
9日

ルミネ大宮
法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者の氏
名

大宮区錦
町６３０番
地

２７年２月１
３日～２７年
６月１５日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
２月

１８日

イオンモール与
野

法６条１項
変更

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称及び住所
並びに法人にあっ
ては代表者の氏
名

中央区本
町西５丁目
２番９号

２７年２月２
３日～２７年
６月２３日

意見書　無
中央区
総務課

手続終了

２７年
２月

２６日

ダイエー南浦和
東口店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を
設置する者の代表
者の氏名
・大規模小売店舗に
おいて小売業を行う
者の代表者の氏名

南区南浦
和三丁目１
３６４－４
外

２７年３月５
日～２７年７
月６日

意見書　無

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
２月

２７日

ダイエー南浦和
東口店

法６条２項
変更

・大規模小売店舗
において小売業を
行う者の開店時
刻
・来客が駐車場を
利用することがで
きる時間帯

南区南浦
和三丁目１
３６４－４
外

２７年３月１
０日～２７年
７月１０日

意見書　無

意見　無
２７年
１０月
１３日
通知

浦和区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
４月

２１日
開催

２７年
３月
２日

ベルクさいたま
南与野店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の住所並び
に代表者の氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
住所並びに法人にあっ
ては代表者の氏名

中央区鈴
谷二丁目７
３５番地１
外

２７年３月５
日～２７年７
月６日

意見書　無
中央区
総務課

手続終了



大規模小売店舗立地法に基づく届出・縦覧一覧表　　　　【変更（承継あり）】

届出
年月日

大型店舗の名称
（主なテナント）

届出の根拠
条文・種別

届出の内容
（変更項目）

所在地
届出書の縦
覧・意見書受

付期間

住民等の意
見書提出の

有無

住民等の意見
書の縦覧期間

さいたま市
意見の有無

さいたま市の意
見の縦覧期間

意見への対応
策の提示

対応策となる
届出の縦覧期

間

所管する総
務課地域商
工室又は総

務課

建物設置
者による説
明会開催

日

２７年
３月
２日

ベルクさいたま
吉野町店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の住所並び
に代表者の氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
住所並びに法人にあっ
ては代表者の氏名

北区吉野
町１丁目３
７８番地

２７年３月５
日～２７年７
月６日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
３月
２日

ベルクさいたま
宮原店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗を設
置する者の住所並び
に代表者の氏名
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
住所並びに法人にあっ
ては代表者の氏名

北区宮原
町一丁目１
９０番地８

２７年３月５
日～２７年７
月６日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了

２７年
３月
９日

ベルクさいたま
櫛引店

法６条１項
変更

・大規模小売店舗の名
称
・大規模小売店舗にお
いて小売業を行う者の
住所並びに法人にあっ
ては代表者の氏名

北区櫛引
町二丁目８
８番　外

２７年３月１
２日～２７年
７月１３日

意見書　無

大宮区
総務課

地域商工室
手続終了


